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第１ 審査会の結論 

 栃木県知事（以下「実施機関」という。）が行った公文書非開示決定（文書不

存在）は、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 公文書の開示請求 

   審査請求人は、実施機関に対し、栃木県情報公開条例（平成 11 年栃木県条例

第 32 号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定により、令和４(2022)年

２月 16 日付けで次の公文書開示請求を行った。 

(1) カンセキスタジアムに関わる備品管理台帳及び重要物品管理台帳、借入物品

管理台帳（2020 年度と 21 年度のもの） 

(2) グリーンスタジアムに関わる備品管理台帳及び重要物品管理台帳、借入物品

管理台帳（2019 年度～21 年もの） 

(3) カンセキスタジアムの芝管理に関して、2020 年度以降、スポーツ振興課（以

下「担当課」という。）において内外と協議した際に使用した、または作成し

た文書・メモ・その他電磁的記録全て（送受信した電子メール含む） 

(4) カンセキスタジアムの芝生の「養生シート」（以下「シート」という。）の

更新に関して、担当課が有する文書・メモ・その他電磁的記録すべて（送受信

した電子メール含む） 

(5) 県ライフル射撃場の指定管理者公募に関し、これに応じた事業者が提出した

書類一切 

２ 本件開示請求に対する実施機関の処分 

  実施機関は、上記１のうち(1)及び(2)（それぞれ借入物品管理台帳に限る。）

並びに(3)に係る公文書を保有していないとの理由で、条例第 11 条第２項の規

定により令和４(2022)年３月２日付けで公文書非開示決定（以下「本件処分」と

いう。）を行った。 

３ 審査請求 

  審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第２条の規定により令和４(2022)年３月 25 日付けで実施機関に対し審査請

求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

４ 諮問 

   実施機関は、本件審査請求について、条例第 19 条第１項の規定により令和

４(2022)年６月１日付けで栃木県行政不服審査会（以下「審査会」という。）

に諮問した。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 
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 １ 本件審査請求の趣旨 

   本件処分を取り消す（カンセキスタジアムの芝生管理に関する事項のみ）と

の裁決を求める。 

 ２ 本件審査請求の理由 

 審査請求書及び反論書によれば、おおむね次のとおりである。 

(1) 審査請求人の目的は、カンセキスタジアムの芝管理に関して、Ａ団体（以

下「Ａ」という。）の所管課であり指導的立場にある担当課がどのような役

割を果たしているかを調べることにある。 

(2) 担当課は、(1)についてＡなど内外の関係者と協議したと思われる。 

(3) また、担当課は令和３年度にシートを約300万円程度で購入している。 

(4) しかし、Ａが芝管理業務を委託した業者と交わした契約書などでは、シー

トなど芝管理に関する機材は業者が用意することになっている。にもかかわ

らず、担当課が公金を用いてシートを購入するからには、その必要性を内外

で検討した経緯などに関わる文書を作成し、保有することが当然である。 

(5) よって本件処分は承認できるものではない。 

(6) Ａが開示した文書には、芝管理業者がシートの購入に関して担当課の総括

補佐と面談したことが記載されているのに、担当課に残されていないのは疑

問である。 

(7) Ａと芝管理業者が交わした契約書などでは、カンセキスタジアムの芝管理

に関わる資機材や冬場のシートは芝管理業者が準備すると明確に記されて

いるのに、担当課がシートを購入したからには相当の理由があるはずであ

る。 

(8) 担当課は、契約書等との整合性を確認するためＡ側と意見を交わす必要が

あるはずであり、シートの状態を判断するには芝管理業者からの意見聴取や

シートの現状を確認する必要があると考えるが、これらの記録が残されてい

ないのは疑問である。 

(9) Ａは、芝管理業者からカンセキスタジアムの使用日数増加を理由に委託金

の増額要求があったことも明らかにしている。担当課にも芝管理業者から委

託金の増額要望があったと推測されるが、それを記載した文書がないことは

疑問であり、担当課は公文書の範囲をあえて狭くしているか、意図的に廃棄

しているのではないかという疑念を持たざるを得ない。 

 

第４ 実施機関の主張要旨 

 弁明書によれば、おおむね次のとおりである。 

１ 審査請求人は第３の２(2)のとおり主張するが、該当する公文書は保有して

いない。 
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２ 審査請求人は第３の２(4)のとおり主張するが、該当する公文書は保有して

いない。なお、備品の更新については、耐用年数の経過や摩耗具合等、一定の

基準を満たしていれば実施することがあり、今回のシート購入に関しては、状

態等から更新が必要と判断し購入したものである。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 判断に当たっての基本的な考え方 

  (1) 条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民に公文書の開示を請求する権利

を保障することにより、県が県政に関し県民に説明する責務を全うするよう

にするとともに、県民の県政への参加を推進し、もって一層公正で開かれた

県政の実現に寄与することを目的に制定されたものであり、原則公開の基本

理念の下に解釈し、運用されなければならない。 

    審査会は、この基本的な考え方に立って本件諮問事案を調査審議し、県民

の公文書の開示を求める権利が侵害されることのないよう条例を解釈し、以

下のとおり判断するものである。 

  (2) 行政不服審査法第２条は、「行政庁の処分に不服がある者は、（略）審査

請求をすることができる。」と規定しており、審査請求の対象は「行政庁が行

った処分」である。 

    「行政庁の処分」とは、「逐条解説行政不服審査法」（総務省行政管理局）

によれば「行政庁が国民に対する優越的な地位に基づき、人の権利義務を直

接変動させ、又はその範囲を確定する効果を法律上認められている行為など

人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為をいう」とされており、本件

審査請求では、公文書開示請求に対して「非開示決定」を行った本件処分が

これに該当し、審査請求の対象である。 

したがって、本件処分以外を審査請求の対象とすることはできず、審査会

の審査事項も本件処分の違法性又は不当性の判断に限られる。 

  (3) 審査会は、本件処分について、(1)の基本的な考え方及び(2)の審査請求の

対象となる処分の規定を踏まえて本件諮問事案を調査審議し、県民等の公文

書の開示を求める権利が侵害されることのないよう条例を解釈し、以下のと

おり判断するものである。 

２ 公文書の定義、運用等 

(1) 条例第２条第２項では、公文書を「実施機関の職員が職務上作成し、又は取

得した文書及び図画並びに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織

的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」と定義している。 

(2) 「組織的に用いるもの」とは、組織的な業務の必要性から利用するものであ

り、職員個人の検討段階にある文書や、職員が記憶しておくべき事項を個人
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的に記録したメモは含まれないが、組織的な検討又は組織の供覧に付したも

のは該当するものとして解釈・運用されている。 

(3) なお、電子メールについては、職員個人が外部の担当者とやり取りしただけ

のものは「組織的に用いるもの」に含まれないが、その電子メールを転送又は

印刷するなどして組織的な検討又は組織の供覧に付したものは「組織的に用

いるもの」に該当するという解釈・運用がなされている。 

３ 公文書の不存在について 

 審査請求人は、上記第３のとおり本件処分で非開示とされた公文書（以下「対

象公文書」という。）の存在を主張するが、実施機関は、第４のとおり対象公文

書を保有していないと主張する。そこで、審査会は、審査請求人及び実施機関の

双方から意見聴取を行うほか、実施機関に対して、対象公文書を探索した範囲及

び方法並びに対象公文書が存在しない理由について、文書による調査及び担当

課の執務室内における実地調査を行い、審議を進めた。 

(1) 審査請求人への意見聴取 

審査請求人への意見聴取において審査会が確認した内容は、おおむね次の

とおりである。 

ア 担当課が、審査請求に係る公文書を一切保有していないというのは不自

然であり、意図的に廃棄した可能性を疑わざるを得ない。 

イ 公文書が存在すると考える理由や根拠として示せるようなものが文書や

資料として存在するかどうかは不明だが、関係団体等に取材する中で聞い

た話からすれば、何らかの文書が存在するはずだと考えている。 

(2) 実施機関への意見聴取 

実施機関への意見聴取において審査会が確認した内容は、おおむね次のと

おりである。 

ア カンセキスタジアムでは、当初冬期の利用を想定しなかったためシート

は不要と考え用意しなかったが、オープンした後に芝管理業者から冬期も

シートが必要との意見があった。 

イ 一方、グリーンスタジアムでは十数年使用したシートを新調し、その古

いシートが残っていたことからカンセキスタジアムに運んで対応したいと

の芝管理業者の希望があり了解した。 

ウ その後、カンセキスタジアムにおいて冬期に重要な試合が開催されるこ

とになり、古いシートでは試合開催に影響があるため、基本的にシートは

芝管理業者が用意すべきものだが、急を要する事態であり、担当課の予算

の中で対応可能だったことから、県側でシートを更新し新しいものを用意

することになった。 

エ 上記アからウまでの経緯の文書は残っていない。国体開催を控え頻繁に
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連絡を取り合っていた中で、電話で確認が行われたようである。 

オ 芝の状況については、芝管理業者と日頃から詳細なやりとりをして把握

しており、改めて文書には残していない。また、すべての面談について必

ず記録を作成しているわけではないので、芝管理業者との面談記録は作成

していない。 

(3) 実施機関に対する文書調査及び実地調査 

審査会が実施した対象公文書の存在に係る文書調査及び実地調査の結果

は、次のとおりである。 

ア 審査請求人が対象公文書の存在を主張する時期を含め、対象公文書の存

在が想定される８冊の文書ファイルの内容を調査したが、審査請求人が主

張する対象公文書の存在は確認できなかった。 

イ 文書ファイルに綴られた公文書の前後の関連性などからすると、一部を

廃棄又は隠ぺいしたという様子も見受けられず、対象公文書が存在しない

という実施機関の主張に反する点は確認できなかった。 

(4) 審議のまとめ 

以上、本件審査請求に関する審議をまとめると、以下のとおりである。 

ア 審査請求人への意見聴取では、対象公文書が存在する根拠となるものは

示されず、対象公文書が存在するという主張が事実かどうかを判断するこ

とはできなかった。 

イ 実施機関への意見聴取では、対象公文書が不存在であるの理由や経緯、

対象公文書を意図的に不存在としていることはないこと等の説明がなされ

たものの、当時の担当者の記憶に基づくものであり、それらを証明できる

ものは示されず、対象公文書が存在しないという主張が事実かどうかを判

断することはできなかった。 

ウ 審査会による文書調査及び実地調査では、審査会の権限の範囲で可能な

限り対象公文書が存在するかどうかを調査したが、結果として対象公文書

の存在は確認できず、実施機関が対象公文書を意図的に不存在としたよう

な事情も認められなかった。 

４ 本件非開示決定の妥当性について 

  よって、審査会としては実施機関が対象公文書を保有していると判断するこ

とはできず、本件処分については妥当であると判断する。 

５ 結論 

 以上のことから、審査会は、冒頭の「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

６ 附言 

 条例の目的は、第５の１(1)のとおり、県が県政に関し県民に説明する責任を

全うするようにするとともに、県民の県政への参加を促進し、もって一層公正で
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開かれた県政の実現に寄与することである。 

県が説明責任を果たすには、事務処理の経過が適正であることを明らかにす

るためにも、適切な公文書の作成・保有等が必要である。一方、適切な公文書の

作成・保有等がなされず説明責任を果たせない場合は、県民の県政に対する不信

感を招くことになる。 

 本件審査請求では、担当課において多額の経費をかけシートを用意すること

になった経緯に関する公文書を保有していないとされた結果、説明責任が果た

されているとは言いがたく、審査請求人が納得できないと主張することは審査

会としても十分に理解できる。担当課においては、条例の目的である県民への説

明責任を果たす上で必要となる公文書は何かを常に念頭に置いて事務執行にあ

たるべきことを申し添える。 
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審査会の処理経過 

審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年 月 日 処   理   内   容 

令和４(2022)年６月１日 ・諮問庁から諮問書を受理 

令和４(2022)年８月４日 

（第43回審査会第３部会） 

・事務局から経過概要の説明 

・第１回審議 

令和４(2022)年９月９日 

（第44回審査会第３部会） 

・審査請求人の意見聴取 

・第２回審議 

令和４(2022)年10月７日 

（第45回審査会第３部会） 

・実施機関の意見聴取 

・第３回審議 

令和４(2022)年11月11日 

（第46回審査会第３部会） 
・第４回審議 

令和４(2022)年12月27日 ・実施機関執務室内の実地調査 

令和５(2023)年１月13日 

（第47回審査会第３部会） 
・第５回審議 

令和５(2023)年２月10日 

（第48回審査会第３部会） 
・第６回審議 

令和５(2023)年３月10日 

（第49回審査会第３部会） 
・第７回審議 
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